
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成19年 3月30日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第11号

１

ペ
ー
ジ

規
　
則

◯
消
費
生
活
協
同
組
合
法
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分

を
示
す
証
明
書
の
携
帯
等
に
関
す
る
規
則
（
二
三
・
県
民
文
化
政
策

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
土
地
改
良
法
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証

明
書
の
携
帯
等
に
関
す
る
規
則
（
二
四
・
農
地
整
備
課
）
…
…
…
…
…
３

公
安
委
員
会
規
則

◯
秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
五
・
警
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

消
費
生
活
協
同
組
合
法
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示

す
証
明
書
の
携
帯
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
二
十
三
号

消
費
生
活
協
同
組
合
法
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分

を
示
す
証
明
書
の
携
帯
等
に
関
す
る
規
則

消
費
生
活
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
号
）
第
九
十
四
条

第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分

を
示
す
別
記
様
式
に
よ
る
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
こ
れ
を
提
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
　
　
　
　
　
　
則
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３

土
地
改
良
法
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書

の
携
帯
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
二
十
四
号

土
地
改
良
法
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証

明
書
の
携
帯
等
に
関
す
る
規
則

（
土
地
改
良
法
第
百
十
八
条
第
四
項
の
身
分
を
示
す
証
票
の
様
式
）

第
一
条

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
八

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
県
の
職
員
が
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
票
の
様

式
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
身
分
を
示
す
証
明
書
の
携
帯
等
）

第
二
条

土
地
改
良
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
三
条
（
こ
れ

ら
の
規
定
を
同
法
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
様
式
第
二
号
に
よ

る
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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公
安
委
員
会
規
則

秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
1
9
年
３
月
3
0
日秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
大
　
渕
　
宏
　
道
　

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
4
5
年
秋
田
県
公
安
委
員
会
規

則
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
３
条
第
２
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
４
条
監
察
課
の
項
第
５
号
中
「
留
置
場
」
を
「
留
置
施
設
」
に
改
め

る
。第
４
条
の
２
生
活
安
全
企
画
課
の
項
中
第
９
号
を
第
1
0
号
と
し
、
第
６
号

か
ら
第
８
号
ま
で
を
１
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
５
号
の
次
に
次
の
１
号
を
加

え
る
。

（
６
）
探
偵
業
の
届
出
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

第
７
条
国
体
対
策
課
の
項
第
１
号
中
「
、
第
７
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ

大
会
及
び
第
5
9
回
全
国
植
樹
祭
」
を
「
及
び
第
７
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ

大
会
」
に
改
め
る
。

第
1
5
条
警
察
官
以
外
の
職
員
の
項
中
「
秋
田
県
警
察
事
務
吏
員

第
1
5
条
警
察
官
以
外
の
職
員
の
項
中
　
秋
田
県
警
察
技
術
吏
員
　
を
「
秋

第
1
5
条
警
察
官
以
外
の
職
員
の
項
中
秋
田
県
警
察
管
理
技
師
」

田
県
警
察
一
般
職
員
」
に
改
め
る
。

第
1
6
条
第
１
項
中
「
次
表
」
を
「
次
の
表
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
又

は
職
員
」
を
「
又
は
種
類
」
に
改
め
、
同
表
部
部
長
の
項
か
ら
学
校
学
校
長

の
項
ま
で
の
規
定
中
「
、
事
務
吏
員
又
は
技
術
吏
員
」
を
「
又
は
一
般
職

員
」
に
改
め
、
同
表
刑
事
部
の
項
及
び
総
務
課
企
画
調
整
官
の
項
を
削
り
、

「

同
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　」

警
備
第
二
課
全
国
植
樹
祭
警
衛
警
備
対
策
室

交
通
指
導
課

交
通
反
則
通

告
セ
ン
タ
ー

所
　
　
　
長

通
　
告
　
官

命
を
受
け
、
交
通
反
則
通

告
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
掌
理

し
、
セ
ン
タ
ー
の
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。

命
を
受
け
、
交
通
反
則
通

告
行
為
の
処
理
に
関
す
る
事

務
を
掌
理
す
る
。

「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

」

「
「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
刑
事
企
画
課
国

」
」

際
犯
罪
捜
査
情
報
官
の
項
を
削
り
、
同
表
中
「
警
視
、
警
部
、
事
務
吏
員
又

は
技
術
吏
員
」
を
「
警
視
、
警
部
又
は
一
般
職
員
」
に
改
め
、
同
表
学
校
及

び
課
等
主
幹
の
項
か
ら
学
校
及
び
課
等
主
任
又
は
分
隊
長
の
項
ま
で
の
規
定

中
「
、
事
務
吏
員
又
は
技
術
吏
員
」
を
「
又
は
一
般
職
員
」
に
改
め
、
同
表

「
「

「
「

中
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
に
、

を

交
通
指
導
課

警
備
第
二
課

交
通
反
則
通

告
セ
ン
タ
ー

所
　
　
　
長

通
　
告
　
官

全
国
植
樹
祭

警
衛
警
備

対
策
室
長

命
を
受
け
、
交
通
反
則
通

告
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
掌
理

し
、
セ
ン
タ
ー
の
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。

命
を
受
け
、
交
通
反
則
通

告
行
為
の
処
理
に
関
す
る
事

務
を
掌
理
す
る
。

命
を
受
け
、
第
5
9
回
全
国

植
樹
祭
の
開
催
に
伴
う
警
衛

警
備
に
関
す
る
事
務
を
掌
理

し
、
室
の
職
員
を
指
揮
監
督

す
る
。

警
視
、
事

務
吏
員
又

は
技
術
吏

員

警
視
又
は

一
般
職
員

事
務
吏

員
又
は

技
術
吏

員吏
員
以

外
の
職

員

一
般
職

員
一
般
職

員

技
　
術

吏
　
員

技
　
術

吏
　
員

員
又
は

技
術
吏

員吏
員
以

外
の
職

員

一
般
職

員
一
般
職

員

技
　
術

吏
　
員

技
　
術

吏
　
員

６

」
」

」

に
改
め
る
。

」

第
1
7
条
第
１
項
中
「
次
表
」
を
「
次
の
表
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
又

は
職
員
」
を
「
又
は
種
類
」
に
改
め
、
同
表
主
席
調
査
官
の
項
及
び
調
査
官

の
項
、
主
幹
の
項
か
ら
課
長
代
理
の
項
ま
で
、
係
長
の
項
及
び
専
門
官
の
項

並
び
に
主
任
の
項
中
「
事
務
吏
員
」
を
「
一
般
職
員
」
に
改
め
、
同
表
中

「
「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
吏

」
」

員
又
は
吏
員
以
外
の
職
員
」
を
「
一
般
職
員
」
に
改
め
る
。

附
　
則

１
こ
の
規
則
は
、
平
成
1
9
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
４

条
監
察
課
の
項
の
改
正
規
定
は
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す

事
務
吏
員

技
術
吏
員

事
務
吏
員

吏
員
以
外

の
職
員

一
般
職
員

一
般
職

員
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７

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
1
8
年
法
律
第
5
8
号
）
の
施
行
の

日
か
ら
、
第
４
条
の
２
生
活
安
全
企
画
課
の
項
の
改
正
規
定
は
同
年
６
月

１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
秋
田
県
警
察
事
務
吏
員
、
秋
田
県
警
察
技

術
吏
員
及
び
秋
田
県
警
察
管
理
技
師
で
あ
る
職
員
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ

ら
れ
な
い
と
き
は
、
秋
田
県
警
察
一
般
職
員
に
命
じ
ら
れ
た
も
の
と
す

る
。
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